
 

教育に関する事務の点検及び評価実施要綱 
 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以

下「法」という｡）第２７条の規定に基づき、氷見市教育委員会（以下「教育委員会」という｡）が実

施する教育に関する事務の点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（点検及び評価の実施） 

第２条 点検及び評価は、毎年度、その前年度における教育委員会の重点施策について行うも

のとする。 

２ 点検及び評価を行うに当たっては、法第２７条第２項に定める学識経験を有する者（以下「学

識経験者」という。）の知見の活用を図るものとする。 

 

（学識経験者） 

第３条 学識経験者は、氷見市教育振興委員会委員とする。 

 

（報告書の作成等） 

第４条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを３月定例会まで

に議会に提出するとともに、氷見市ホームページへの掲載、情報公開窓口への備付け等によ

り公表するものとする。 

 

（庶務） 

第５条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に委嘱される学識経験者の任期は、第３条第２項の規定にかかわら

ず、平成２２年３月３１日までとする。 

３ この要綱は、平成２４年４月２４日から施行する。 


